
スチュワードシップ活動に対する自己評価結果について 
（対象期間：2017年 7月 1日～2018年 6月 30日） 

 

 

私たちは、2017年 5月 29日に改訂された日本版スチュワードシップ・コードの各原則に賛同し、原則７（指針７－４）が求める、各原則の実施状

況を定期的に自己評価し、その結果を公表する旨につきましても、併せて改訂を行いました取組方針の中で公表しております。この度、2017年 7月

1日～2018年 6月 30日の期間におけるスチュワードシップ活動についての自己評価を行いましたので、その結果について、以下のとおり公表いたし

ます。 

 

原則 自己評価の結果 

＜原則１＞ 

機関投資家は、スチュワードシップ責任を

果たすための明確な方針を策定し、これを

公表すべきである。 

私たちは、お客様から受託した資金の運用を行う投資運用会社としてのスチュワードシップ責任を果た

すべく、取組方針を策定し、その方針に従ってスチュワードシップ活動を実施しております。 

当対象期間におきましては、2017年 5月 29日に公表されましたスチュワードシップ・コードの改訂を

受けて取組方針等の見直しを行った結果、2017年 11月 21日に必要な改訂を行い、当該改訂版スチュワ

ードシップ・コードに賛同する旨の公表と併せて、改訂後の取組方針及び議決権行使ガイドラインの公

表を行いました。 

 

＜自己評価＞ 

取組方針等の改訂及び公表に当たっては、投資政策委員会及びコンプライアンス委員会においてそれぞ

れの観点から審議を行い、最終的に取締役会の決議により決定いたしました。これら公表までの手続き

及び改訂内容につきましては、適切に行うことができたと認識しています。 

 

＜今後の方針＞ 

本自己評価の結果をもとに取組方針等について見直しを行い、必要と判断される場合には取組方針等を

適宜改訂し、より適切なスチュワードシップ責任を果たせるよう取り組んでまいる所存です。 

 



＜原則２＞ 

機関投資家は、スチュワードシップ責任を

果たす上で管理すべき利益相反について、

明確な方針を策定し、これを公表すべきで

ある。 

利益相反の管理につきましては、2017年 11月 21日の取組方針等の改訂時に、取組方針内において、私

たちの利益相反における管理方針（管理すべき対象及び当該管理の方針）を公表しました。 

なお、当対象期間において日本株運用を行うファンドは、2017年 9月 29日に設定した「TORANOTEC

アクティブジャパン」1 本となりますが、当ファンドの組入銘柄において利益相反が想定される銘柄は

なく、特別な対応を行う事例はありませんでした。 

 

＜自己評価＞ 

当対象期間におきましては、利益相反管理について取組方針に従って適切に行うことができたと認識し

ています。 

 

＜今後の方針＞ 

利益相反管理につきましては、引き続き適切に行っていまいります。 

＜原則３＞ 

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に

向けてスチュワードシップ責任を適切に

果たすため、当該企業の状況を的確に把握

すべきである。 

当社の運用担当者は、日頃から公開情報を通じて投資先企業、業界の状況把握に努めており、また、疑

問が生じた場合には個別取材などを通じて、財務面・非財務面に関する的確な情報の収集を行っていま

す。当対象期間におきましては、必要と判断した 190社に対して個別取材を行い、当該企業の状況の把

握に努めました。 

 

＜自己評価＞ 

当対象期間においては、日本株運用を行うファンドは、2017 年 9 月 29 日に設定した「TORANOTEC

アクティブジャパン」1 本となりますが、当該ファンドの運用担当者は組入銘柄 133 社を中心に、個別

取材の実施を含めて日々情報を確認・入手し、適切に把握したうえで投資判断及び議決権行使の判断を

行っており、取組方針にしたがって適切に行うことができたと認識しています。 

 

＜今後の方針＞ 

投資先企業の情報の適切な把握につきましては、今後も継続して行ってまいります。 

 



＜原則４＞ 

機関投資家は、投資先企業との建設的な

「目的を持った対話」を通じて、投資先企

業との認識の共有を図るとともに、問題の

改善に努めるべきである。 

当社の運用担当者は、取組方針にしたがって、有力候補を含めた投資対象銘柄の企業に対して直接取材

を行っており、特に、「TORANOTECアクティブジャパン」は中小型株が投資対象であることから、こ

れらの企業との対話において、事業戦略、経営判断及び課題認識等の経営者の考え方・姿勢を重視した

対話を行いました。また、ESGを主眼に置いた対話を行った事例もありました。 

投資先企業との対話の内容については、「スチュワードシップ活動の内容」にて公表しております。なお、

当対象期間においては、リストアップ企業の対象となった企業はありませんでした。また、未公表の重

要事実の受領もありませんでした。 

 

＜自己評価＞ 

当対象期間においては、当社規模に応じた適切な活動を行うことができたと認識しております。 

 

＜今後の方針＞ 

投資先企業との対話につきましては、今後も継続して行ってまいります。 

＜原則５＞ 

機関投資家は、議決権の行使と行使結果の

公表について明確な方針を持つとともに、

議決権行使の方針については、単に形式的

な判断基準にとどまるのではなく、投資先

企業の持続的成長に資するものとなるよ

う工夫すべきである。 

議決権行使につきましては、2017年 11月 21日の取組方針改訂に合わせて、議決権行使ガイドラインの

見直しを行い改訂しました。当改訂では、特に投資先企業との対話において重視すべきリストアップ企

業の定義を明確化しました。 

また、議決権行使結果の公表につきましては、同取組方針の改訂に伴い、個別の投資先企業及び議案ご

とにわかりやすく整理・集計して行うこととし、当対象期間に係る公表分より実施いたしました。 

 

＜自己評価＞ 

当社の規模を勘案して、実効性のある議決権行使ガイドラインの見直しや議決権行使結果の公表方法を

決定し、適切に実施することができたと認識しております。 

 

＜今後の方針＞ 

議決権行使基準、議決権行使ガイドライン、議決権行使結果の公表方法につきましては、投資環境やフ

ァンドの規模等を勘案し、適宜見直しを行ってまいります。 



＜原則６＞ 

機関投資家は、議決権の行使も含め、スチ

ュワードシップ責任をどのように果たし

ているのかについて、原則として、顧客・

受益者に対して定期的に報告を行うべき

である。 

私たちは、取組方針におきまして、議決権行使結果を中心に、スチュワードシップ活動の結果を定期的

にホームページ上で報告を行うこととしており、2018年 9月に当対象期間における投資先企業との対話

の内容及び議決権行使結果について公表いたしました。 

 

＜自己評価＞ 

当対象期間において、個別企業及び議案ごとに議決権行使結果の公表を行いました。また、投資先企業

との対話の内容につきましても、主要なものについて分かりやすく整理し、公表を行いました。 

当対象期間においては、日本株運用を行うファンドが、2017 年 9 月 29 日に設定した「TORANOTEC

アクティブジャパン」1本であることから、公表内容の規模としては小規模となりましたが、取組方針に

基づき適切に行うことができたと認識しております。 

 

＜今後の方針＞ 

スチュワードシップ責任に関する報告の内容や報告方法につきましては、投資環境やファンドの規模等

を勘案し、適宜見直しを行ってまいります。 

＜原則７＞ 

機関投資家は、投資先企業の持続的成長に

資するよう、投資先企業やその事業環境等

に関する深い理解に基づき、当該企業との

対話やスチュワードシップ活動に伴う判

断を適切に行うための実力を備えるべき

である。 

当社の運用担当者は、投資先企業との対話を建設的なものとし、かつ、当該企業の持続的成長に資する

有益なものとするため、各種セミナー等に積極的に参加し、運用担当者として求められる能力の向上に

日々努めています。また、スチュワードシップ活動の適切に行っていくため、取組方針に基づき本自己

評価を実施し、その結果を公表いたしました。 

 

＜自己評価＞ 

当対象期間において、取組方針に基づき適切に取り組むことができたと認識しております。 

 

＜今後の方針＞ 

本自己評価につきましては、定期的に実施し、その結果に基づいて、現状の取組方針等の見直しを行う

ことによって、より適切にスチュワードシップ活動を行うことに努めてまいります。 

 


